
船舶事故等調査報告書 

平成２１年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第６２号 

事故等名 ケミカルタンカー雄豊丸引船ちこう引船列衝突 

発生年月日時刻 平成２１年３月４日１６時００分ごろ 

発生場所 京浜港川崎区東燃ゼネラル扇島東シーバース沖 

川崎信号所から真方位１６２°３,７１０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２８.１′ 東経１３９°４７.３′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年３月１１日横浜・地方事故調査官がＡ船舶所有者から事故の概

要、損傷写真、船舶国籍証書写、船舶検査手帳写、船長免状写を入手、

３月１２日Ａ船所有者から修理状況について口述聴取、３月２３日Ｂ船船

長から船舶検査手帳写、船舶検査証書写、船長免状写、船長診断書写

を入手、４月７日及び８日Ａ船所有者から海難報告書、事故の概要を入

手、４月２０日両船舶所有者から損傷状況について口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ ケミカルタンカー 雄豊丸 ４９８トン 

１３１０４７ 

有限会社信雄海運 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ 引船 ちこう １９トン           Ｃ 台船 ５号竹丸 ５６０トン 

２３２－２３９２４                Ｃ４３７６ 

個人所有                    個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 四級海技士（航海） 

  一等航海士 四級海技士（航海） 

Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｃ 乗組員 ４８歳 海技免許及び経験年数不詳 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 乗組員が頸椎捻挫 

損傷 Ａ 左舷側船首外板に長さ約４ｍ、深さ最大約５ｃｍの凹損、左舷船尾ブルワークに長

さ約２ｍ、深さ最大約５ｃｍの凹損 

Ｂ 右舷船尾ブルワークに凹損 

Ｃ 右舷側船首部に凹損及び擦過傷 

事故等の経過 Ａ船は、神戸港に向け川崎航路東口を南進中、Ｂ船はＣ船を３０ｍの索でえい
・ ・

航（以下

「Ｂ船引船列」という。）して、京浜港横浜区本牧ふ頭に向け京浜港川崎区扇島東シー

バース沖合を約４ノットで南西進中、平成２１年３月４日１６時００分ごろ、Ａ船の左舷船

首とＢ船引船列のえい
・ ・

航索とが衝突し、続いて、Ａ船とＢ船及びＣ船が衝突してえい
・ ・

航

索が切断した。 

当時の天気は雨で、風力１の北東の風が吹き、視程約７ｋｍであった。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、南進中、Ｂ船引船列が方位にほとんど変化がないま

ま接近することに気付かなかった可能性があると考えられ

る。 



Ａ船一等航海士は当直中、Ｂ船引船列を認め、速力を３～４ノ

ットと判断して、同引船列を左舷船首方に見る約１８２°に針

路を転じ、自動操舵に設定したのち、操舵室左舷後部の海図

台に移動してデーターハンドブック等に目を通していたが、

前を見たときＢ船引船列が約５０ｍまで接近しており、同一等

航海士は、全速後進と右舵一杯として回避動作をとったが衝

突した可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、南西進中、Ａ船を右横方約２０ｍとなるまで気付かな

かった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、機関を中立にしたが、Ａ船がＢ船引船列のえい
・ ・

航索

を押し込み、Ｂ船とＣ船がＡ船に引き寄せられる状況となり衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船引船列が南西進中、Ａ船及びＢ船が適切な見張りを行

わなかったため、Ａ船とＢ船引船列のえい
・ ・

航索が衝突したことにより発生した可能性

があると考えられる。 

その他の事項 Ａ船は、事故後、当直時、見張り以外の業務を厳禁した。 

 




